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５ 都市機能誘導区域 

１）基本的な考え方 

都市機能誘導区域とは、医療・商業等の都市機能を都市の拠点で維持・確保することにより、必

要なサービスを受けることが出来る区域です。 

これまで、人口増加を背景に居住や都市機能が市街地の拡大にあわせて立地してきました。この

ような拡散した市街地で人口が減少し、人口密度が低下すると、市民の生活に身近な医療・福祉・

商業等の生活サービス機能が失われてしまう恐れがあります。 

そこで、都市機能誘導区域を設定し、必要な生活サービス機能を維持・確保することで、市民の

日常生活の利便性を確保するものであり、人口減少が進行した場合において、地域生活圏に居住す

る住民の暮らしの最後の砦となると考えています。 

都市機能誘導区域を設定する意義（メリット）として、誘導区域において日常生活サービスが持

続的に確保されることで、郊外部を含めた地域生活圏全体の生活利便性が確保されます。また、誘

導区域相互が利便性の高い公共交通で結ばれることにより、移動しやすく暮らしやすい多核連携都

市が形成され、都市全体の活力の向上が期待されます。 

なお、都市機能誘導区域を設定することにより、誘導区域外への誘導施設を立地する場合には、

行政への届出が必要となるものの、規制が生じるものではありません。都市機能誘導区域内に誘導

施設を立地する民間事業者は、インセンティブ（支援施策）を受けることが可能となるよう検討し

ます。 

区域の設定にあたっては、一定程度の都市機能が充実している範囲で、かつ、高齢者などの交通

弱者の増加が見込まれることから、徒歩や自転車などにより、それらの間が容易に移動できる範囲

で定めます。そのほか、公共交通によるアクセスの利便性が高い地域、合併前旧町の中心部など都

市の拠点となるべき区域に都市機能誘導区域を設定します。 
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２）熊本市における都市機能誘導区域の考え方 

第 2 次熊本市都市マスタープランに位置づけた中心市街地及び 15 箇所の地域拠点とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料）第 2次熊本市都市マスタープラン 

【拠点における主な役割】 

 中心市街地【約 415ha】 

○ 九州中央の交流拠点都市として、本市及び熊本都市圏の社会経済活動の発展を牽引 

○ 商業・業務・芸術文化・娯楽・交流など市民に多様な都市サービスと都市の魅力、にぎわいを

提供 

○ 広域的な機能や、居住者のための身近な生活サービス機能が充実 

 地域拠点【主要な鉄軌道駅やバス停から概ね 800m 圏】 

○ 商業や行政サービス、医療、福祉、教育など地域での暮らしに必要な機能が集積 

○ 中心市街地や周辺地域への公共交通等の交通が充実 

 生活拠点 

○ 日常生活に必要な商業等の生活サービスが集積 

○ 近隣住民の利用する施設が立地 

○ 徒歩や自転車でのアクセスを重視 
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３）都市機能誘導区域の設定 

都市機能誘導区域は、「中心市街地」及び概ね 800ｍ圏の「地域拠点」の区域から、災害リスク

が高い地域を除いて設定します。 

※都市機能誘導区域に含まないこととされている区域（都市計画運用指針） 

市街化調整区域、災害リスクが高い地域（P5参照）、農用地区域、自然公園法に規定する特別区域など 

 

（１）中心市街地の区域設定 

中心市街地の区域は、２期熊本市中心市街地活性化基本計画（熊本地区）に定める区域（約 415ha）

とします。 
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（２）地域拠点の区域設定 

第 2 次熊本市都市マスタープラン地域別構想において、地域拠点エリアは、次のように設定し

ています。 

 

 

 

 

 

 

地域拠点における都市機能誘導区域は、地域拠点の 800ｍ圏内の工業地域及び工業専用地域を除

いた市街化区域内とし、災害リスクが高い地域を除いて設定します。 

なお、800m の境界がかかる土地については、一体的な建築行為を行う土地は都市機能誘導区域

の対象とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※円の中心は、都市マスタープランに示す各地域拠点の検討地点（中心ポイント）であるバス停・

電停・駅とし、バス停は上下線バス停の中間点、電停・駅は上下線乗降場の中間点として座標

にて管理します。（Ｈ27 年度時点） 

 

 

 

  

日常生活において多くの人が集まる場所付近で、交通の要衝となるポイントである鉄軌道駅や

バス停（中心ポイント）から、概ね半径 800ｍ圏 

（概ね徒歩 10 分圏で、徒歩及び自転車を主な交通手段とするエリア） 

※市街化区域内を基本とし、工業地域及び工業専用地域は除き、地形・地物を考慮する 

市街化区域 

地域拠点 

（800m 圏） 

市街化 

調整区域 

都市機能誘導区域 

都市機能誘導区域 

800m 圏にかかる一体的な建築行為を行う土地は

都市機能誘導区域とする 

図 都市機能誘導区域の設定イメージ図 

資料）第 2次熊本市都市マスタープラン 
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都市機能誘導区域（中心市街地） 

都市機能誘導区域（地域拠点） 

※800m 圏にかかる一体的な建築行為を行う土地は都市機

能誘導区域とする 

※居住誘導区域設定の際の災害リスクが高い地域を除く 

 

 
面積 人口 

都市機能誘導区域 

〔人口密度〕 

3,149ha 

192,974 人 

〔61.3 人/ha〕 

市街化区域面積と人口

(割合)〔人口密度〕 

10,795ha 

(29.2％) 

644,441 人 

(29.9％)〔59.7 人/ha〕 

市域面積と人口 

(割合)〔人口密度〕 

39,032ha 

(8.1％) 

734,474 人 

(26.3％)〔18.8 人/ha〕 

※H22 国勢調査データベース 

※都市機能誘導区域人口は、H22 国勢

調査 500m 人口メッシュを基に、メ

ッシュ重心が都市機能誘導区域に

含まれるメッシュを対象に集計 
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【植木地区（北区役所周辺地区）】   ※（）内の名称は、地域拠点の名称。以下同じ。 

 

 

 

 

  

地域拠点（800m 圏） 

都市機能誘導区域 
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【北部地区（北部総合出張所周辺地区）】 

 

 

 

 

  

地域拠点（800m 圏） 

都市機能誘導区域 
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【楠・武蔵ヶ丘地区（楠・武蔵ヶ丘周辺地区）】 
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【八景水谷・清水亀井地区（堀川・亀井駅周辺地区）】 

 

 

 

 

 

地域拠点（800m 圏） 

都市機能誘導区域 
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【子飼地区】 

 

 

 

 

 

地域拠点（800m 圏） 

都市機能誘導区域 
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【長嶺地区】 

 

 

 

 

 

地域拠点（800m 圏） 

都市機能誘導区域 
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【水前寺・九品寺地区】 
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【健軍地区】 

 

 

 

 

 

地域拠点（800m 圏） 

都市機能誘導区域 
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【平成・南熊本地区（平成・南熊本駅周辺地区）】 
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【刈草地区（島町・上ノ郷地区）】 

 

 

 

 

 

地域拠点（800m 圏） 

都市機能誘導区域 
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【富合地区（南区役所周辺地区）】 

 

 

 

 

 

地域拠点（800m 圏） 

都市機能誘導区域 
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【城南地区（城南総合出張所周辺地区）】 

 

 

 

 

 

地域拠点（800m 圏） 

都市機能誘導区域 
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【川尻地区】 

 

 

 

 

 

地域拠点（800m 圏） 

都市機能誘導区域 
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【城山地区】 

 

 

 

 

 

地域拠点（800m 圏） 

都市機能誘導区域 
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【上熊本地区】 

 

 

 

 

 

地域拠点（800m 圏） 

都市機能誘導区域 
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【中心市街地】 
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６ 誘導施設 

１）基本的な考え方 

誘導施設（都市機能誘導区域に維持・確保すべき施設）は、人口減少・超高齢社会においても、

郊外部を含めた広域的な地域生活圏全体の居住者の生活利便性を維持するために、都市機能誘導区

域内に維持・確保しておく、日常生活に必要な施設です。 

熊本市立地適正化計画の誘導施設は、市政アンケートや市民懇話会の結果、及び熊本都市圏の発

展などを踏まえ、以下の施設とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）日常生活に必要な施設の考え方 

第２次熊本市都市マスタープラン地域別構想において示された【地域拠点に求められる都市機能】

を基本として誘導施設を設定します。 

市政アンケートや市民懇話会では、身近に欲しい日常生活サービスとして、商業、医療、金融施

設が多く、次いで公共、教育文化、子育て支援、高齢者福祉施設を求める声をいただきました。 

日常生活に必要な機能としては、これら全てが想定されるところですが、市民の多くが求める商

業、医療、金融施設は、地域生活圏の全ての居住者が日常的に利用する施設であり、日常生活に最

低限必要な施設であると考えられるため、誘導施設として位置づけます。 

その他、公共施設、教育文化施設等の付加的サービス施設や、高齢者福祉施設、子育て支援施設

等の利用者が限られる施設については、今回、誘導施設としての位置付けは行いません。 

しかしこれらの施設についても、都市機能誘導区域内に立地されることで、その施設を必要とす

る人にとっての暮らしやすさは維持・確保されることから、これらの施設についても、今後、都市

機能誘導区域などの生活利便性が高いエリアへの立地について、関係機関等と連携を図っていきま

す。 

今後、それぞれの施設の整備計画等において、都市機能誘導区域内への施設の立地が計画される

場合には、誘導施設と位置付けることを検討します。 

 

  

１）人口減少・超高齢社会においても、郊外部を含めた広域的な地域生活圏全体の居住者地域生活圏全体の居住者地域生活圏全体の居住者地域生活圏全体の居住者の

生活利便性を維持するために、都市機能誘導区域内に維持・確保維持・確保維持・確保維持・確保しておく、日常生活に日常生活に日常生活に日常生活に

必要な施設必要な施設必要な施設必要な施設 

２）熊本都市圏の中心都市熊本都市圏の中心都市熊本都市圏の中心都市熊本都市圏の中心都市として、質の高い芸術・文化、幅広い交流等を提供する役割を担

っていることから、2 期中心市街地活性化基本計画(熊本地区)において位置付けた、熊本熊本熊本熊本

都市圏全体の魅力や都市活力の向上を図る高次都市機能を提供する施設都市圏全体の魅力や都市活力の向上を図る高次都市機能を提供する施設都市圏全体の魅力や都市活力の向上を図る高次都市機能を提供する施設都市圏全体の魅力や都市活力の向上を図る高次都市機能を提供する施設 
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（２）高次都市機能を提供する施設の考え方 

2 期中心市街地活性化基本計画(熊本地区)において位置付けた、熊本都市圏全体の魅力や都市活

力の向上を図る高次都市機能を提供する施設を誘導施設とします。 

・（仮称）熊本城ホール  ・熊本市立博物館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（市政アンケート結果 N=2,068） 

89.4%

62.8%

20.8%

58.5%

9.3%

10.3%

15.7%

1.1%

0.0% 50.0% 100.0%

Ａ 生鮮食品や日常生活用

品などが揃う商業施設や商店

街

Ｂ かかりつけ医となるよう

な日常的な医療施設

Ｃ 区役所や総合出張所な

どの公共施設

Ｄ 郵便局や銀行などの金

融機関

Ｅ 高齢者のための福祉施

設（デイサービスなど）

Ｆ 児童のための福祉施設

（保育園や幼稚園など）

Ｇ 図書館や博物館などの

教育文化施設

Ｈ その他

問．車を使わずに行けるところにどのような日常生活

サービスがあれば、生活しやすいですか？ 

都市マスタープランに定める 

【地域拠点に求められる都市機能】 

【日常生活に必要な機能】 

商業機能 
医療機能 

金融機能 

子育て支援機能 

高齢者福祉機能 

公共機能 

誘導施設の対象 

教育文化機能 

【高次都市機能】 

熊本都市圏の発展を 

牽引する、図書館・美術館 

などの高次都市機能 

  

  

  

誘導施設の対象機能 

中活基本計画に位置づけがある施設 

今後、必要に応じて位置づけ 

など 
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２）日常生活に必要な誘導施設の設定 

全ての都市機能誘導区域内に各機能１施設は維持・確保１施設は維持・確保１施設は維持・確保１施設は維持・確保しておく、日常生活に必要な誘導施設は

以下のとおりとします。 

都市機能誘導区域には存在しないが、徒歩・自転車で移動可能な範囲の 800ｍ圏内に当該機能を

有する施設は補完施設（誘導施設が持つ機能を補完する施設）とします。なお、コンビニエンスス

トアは金融機能を担う施設となるため、800ｍ圏内にあれば、金融機能を補完する施設とします。 

機能 誘導施設 

補完施設 

（誘導施設が持つ機能を補完する施設） 

商業機能 生鮮食料を取り扱う、延床面積 1,000 ㎡以上の 

商業施設（共同店舗・複合施設等含む） 

 

800ｍ圏内で

都市機能誘導

区域外にある

当該機能を有

する施設 

医療機能 内科、外科・整形外科、小児科、歯科を 

診療科目とする、病院、診療所 

 

金融機能 入出金可能な、 

銀行等 コンビニエンス

ストア 

※公共機能については第２次熊本市都市マスタープラン地域別構想にて【地域拠点に求められる

都市機能】としているが、現在コンビニエンスストアでの関係証明書発行システムを構築中で

あるため、本計画における誘導施設には含めない。 

※個別の整備計画において、都市機能誘導区域内への施設の立地が計画される場合に、誘導施設

に位置づけが考えられる施設 

・高齢者福祉施設  ・子育て支援施設  ・教育文化施設   など 
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 800m 圏内に現在立地している施設で、かつ、都市機能誘導区域内に立地している施設は、“誘導施設

（維持）”と位置づけます。 

 800ｍ圏内に現在立地している施設で、都市機能誘導区域外に立地している施設は、徒歩自転車圏内

にあるため、“補完施設”（誘導施設が持つ機能を補完する施設）と位置づけます。 

 800ｍ圏内に金融機能が立地していない場合、800ｍ圏内にコンビニエンスストアがあれば“補完施設” 

（誘導施設が持つ機能を補完する施設）と位置づけます。 

 800ｍ圏内に商業機能及び医療機能が立地していない場合、“誘導施設（確保）”と位置づけます。 

 800ｍ圏内に金融機能が立地していない場合、かつ、800ｍ圏内にコンビニエンスストアが立地してい

ない場合、金融機能を“誘導施設（確保）”と位置づけます。 

 

誘導施設は、以下のフローで設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日常生活に最低限必要な施設（商業・医療・金融施設） 

800m 圏 

都市機能誘導区域 

誘導施設（維持）〔●〕 

金融施設(銀行等)である 

誘導施設（確保）〔◆〕 補完施設〔○○○○〕 

（誘導施設が持つ機能を補完する施設） 

ある 

ある 

ない 

ない 

Yes 

No（商業・医療機能） 

800ｍ圏に 

コンビニエンスストア 

ない（金融機能） 

ある(コンビニ) 

工業地域を除く 

市街化区域 

（都市機能誘導） 

800m 圏 

補完施設  
(徒歩・自転車で移動可

能な範囲の施設) 
800m 

図 誘導施設の設定イメージ図 

誘導施設(維持) 

補完施設 【金融】 

(コンビニエンスストア) 

誘導施設(確保) 

※800m 圏外から移転 

もしくは 

新規立地 
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800m 圏ごとに誘導施設を整理した結果は以下のとおりです。 

都市機能誘導区域名 商業機能 金融機能 

医療機能 

内科 

外科 

整形外科 

小児科 歯科 

植木地区 

（北区役所周辺地区） 

● ● ● ● ● ● 

北部地区 

（北部総合出張所周辺地区） 

◆ ● ● ● ● ● 

楠・武蔵ヶ丘地区 

（楠・武蔵ヶ丘周辺地区） 

● ● ● ● ● ● 

八景水谷・清水亀井地区 

（堀川・亀井駅周辺地区） 

● ● ● ● ● ● 

子飼地区 ● ● ● ● ● ● 

長嶺地区 ● ● ● ● ● ● 

水前寺・九品寺地区 ● ● ● ● ● ● 

健軍地区 ● ● ● ● ● ● 

平成・南熊本地区 

（平成・南熊本駅周辺地区） 

● ● ● ● ● ● 

刈草地区 

（島町・上ノ郷地区） 

● ● ● ◆ ● ● 

富合地区 

（南区役所周辺地区） 

◆ ● ● ○ ◆ ○ 

城南地区 

（城南総合出張所周辺地区） 

● ● ● ● ● ● 

川尻地区 ● ● ● ● ● ● 

城山地区 ● ● ● ○ ○ ● 

上熊本地区 ● ● ● ● ● ● 

中心市街地 ● ● ● ● ● ● 

〔●〕：誘導施設(維持)    〔◆〕：誘導施設(確保)     〔○〕：補完施設  

 

誘導施設の「維持」「確保」の考え方は、以下のとおりです。 

 

 誘導施設の「維持」「確保」の考え方 

誘導施設(維持) 

● 

 都市機能誘導区域に、現在、立地している誘導施設は、「誘導施設（維持）」に位

置づけ、将来にわたって当該都市機能誘導区域内でその機能を維持するための施

策を検討します。 

 誘導施設（維持）が立地する都市機能誘導区域には、現在立地する施設以外の別

の誘導施設が新たに立地する場合には、支援は行いません。 

誘導施設(確保) 

◆ 

 都市機能誘導区域に、現在、立地していない誘導施設は、「誘導施設（確保）」に

位置づけ、誘導施設が都市機能誘導区域内に立地するための施策を検討します。 

補完施設 

○ 

 都市機能誘導区域外に立地しているが、800ｍ圏内に立地している施設は、当該機

能を補完する「補完施設」に位置づけます。 

 800ｍ圏内に金融機能が立地していない場合、800ｍ圏内にコンビニエンスストア

があれば“補完施設”に位置づけます。 

 コンビニエンスストアへの施策検討は行いませんが、都市機能誘導区域内に無い

補完施設が都市機能誘導区域内に移転する場合等は、施策を検討します。 
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７ 居住誘導区域 

１）基本的な考え方 

居住誘導区域は、人口減少の中にあっても都市機能やコミュニティが持続的に維持されるよう一

定のエリアにおいて人口密度を維持する区域です。 

居住誘導区域を設定する区域は、以下が考えられます。 

・都市機能や居住が集積している都市の中心拠点及び生活拠点並びにその周辺の区域 

・都市の中心拠点及び生活拠点に公共交通により比較的容易にアクセスすることができ、都市

の中心拠点及び生活拠点に立地する都市機能の利用圏として一体的である区域 

・合併前の旧町の中心部など都市機能や居住が一定程度集積している区域 

 

２）熊本市における居住誘導区域の考え方 

居住誘導区域は、第 2 次都市マスタープラン地域別構想において示された「居住促進エリア」

の考え方を基本として区域を設定します。ただし、災害リスクが高い地域については区域には含め

ません。 

災害リスクが高い地域は下記に示す区域とします。 

○土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に規定する土砂災害警

戒区域・土砂災害特別警戒区域 

○地すべり等防止法に規定する地すべり防止区域 

○急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に規定する急傾斜地崩壊危険区域 

 ○災害危険区域（居住の用に供する建築物の建築が禁止されている区域） 

その他、津波災害警戒区域等、都市計画運用指針において災害リスクが高い地域として示される

区域については、その区域指定の都度、居住誘導区域からの除外を検討するものとします。 

また、「熊本都市圏交通マスタープラン」において検討される基幹公共交通軸や、「地域公共交通

網形成計画及び実施計画」において検討されるバス路線網の再編・公共交通サービス水準等との整

合を図ります。 

 

 

  



 

82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【居住促進エリアの考え方】 

 中心市街地及び地域拠点 

中心市街地及び地域拠点は、多様な都市機能（施設）の集積を目指すとともに、歩行者等に対して良好な環境

を提供する生活利便性が高い地域のため、居住機能の集積を図ります。 

○中心市街地 →約 415ha 

○地域拠点  →概ね 800ｍ圏

※

 

※市街化区域内を基本とし、工業地域及び工業専用地域は除き、地形・地物を考慮する 

 公共交通軸沿線 

下記のとおり居住促進を図る公共交通軸を設定します。設定にあたっては、公共交通が持つ性質や特性を考慮

し、利便性が高くて利用しやすい公共交通を設定しました。 

○全ての鉄軌道（ＪＲ、市電、熊本電鉄） 

→ 輸送力、速達性、定時性、広域性に優れた公共交通 

○運行本数 75本/日以上のバス路線 

    （熊本市公共交通グランドデザインにおける幹線バス路線は含むものとする） 

    → 運行頻度が高い公共交通 

 居住促進エリアの設定 

○鉄道駅・市電電停 ⇒ 概ね半径 500m 圏 

○バス停      ⇒ 概ね半径 300m 圏 

※市街化区域内を基本とし、工業地域及び工業専用地域は除き、地形・地物を考慮する 

資料）第 2次熊本市都市マスタープラン地域別構想 

【災害リスクが高い区域】 

 原則として、居住誘導区域に含まないこととすべき区域 

○ 土砂災害特別警戒区域 

○ 津波災害特別警戒区域 

○ 災害危険区域（建築基準法第三十九条第一項に規定する災害危険区域のうち、同条第二項の規定

に基づく条例により住居の用に供する建築物の建築が禁止されている区域を除く） 

○ 地すべり等防止法（昭和 33 年法律第 30号）第 3 条第 1項に規定する地すべり防止区域 

○ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和 44 年法律第 57号）第 3条第 1項に規定す

る急傾斜地崩壊危険区域 

 原則として、災害リスク、警戒避難体制の整備状況、災害を防止し、又は軽減するための施設

の整備状況や整備の見込み等を総合的に勘案し、居住を誘導することが適当ではないと判断さ

れる場合は、原則として、居住誘導区域に含まないこととすべき区域 

○ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第 6条第 1項に規定する土砂

災害警戒区域 

○ 津波防災地域づくりに関する法律第 53 条第 1項に規定する津波災害警戒区域 

○ 水防法（昭和 24年法律第 193 号）第 14 条第 1項に規定する浸水想定区域 

○ 特定都市河川浸水被害対策法（平成 15年法律第 77号）第 32条第 1項に規定する都市洪水想定区

域及び同条第 2項に規定する都市浸水想定区域 

○ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第 4条第 1項に規定する基礎

調査、津波防災地域づくりに関する法律第 8条第 1項に規定する津波浸水想定における浸水の区

域及びその他の調査結果等により判明した災害の発生の恐れのある区域 

資料）都市計画運用指針 

【参考】 
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３）居住誘導区域の設定 

居住誘導区域は、以下の区域として設定します。 

１）都市機能誘導区域 

２）公共交通軸沿線 

○全ての鉄軌道（ＪＲ、市電、熊本電鉄）・・・半径 500ｍ圏 

○運行本数 75 本以上のバス路線    ・・・半径 300ｍ圏 

 

なお、居住誘導区域の境界線がかかる土地については、一体的な建築行為が行われる土地の区域

内までを居住誘導区域とします。 

市街化調整区域及び工業地域、災害リスクが高い地域については、区域には含めません。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

        

■公共交通軸沿線の圏域について 

【路線バスの圏域】 

○路線バスに関しては、公共交通基本条例制定にあた

り実施された「公共交通利用者アンケート調査」か

ら、公共交通利用者がバス停等を利用する際に利用

しやすいと感じる距離をもとに、概ね概ね概ね概ね 300m300m300m300m 圏圏圏圏を居

住促進エリアとして設定しました。 

○バス停までの距離が概ね 300m は、年代によって大

きな違いも見られず、一般の人のみならず、高齢者

の人も利用しやすい環境となっています。 

【転居先の場所を選択する際の駅・電停及びバス停までの徒歩時間】 

○市民の方々が転居先の場所を選択する際に重要視する項目として、「駅・電停までの距離」・「バ

ス停までの距離」を「重視する・やや重視する」と回答した人の徒歩時間は、10 分以内が８～9

割となっています。 

○そのうち「重視する」と回答した人の平均所要時間は、駅・電停までが 8.6 分、バス停までが

6.7 分となっており、【鉄軌道 500ｍ圏：一般の人で約 6 分、高齢者で約 8 分】と【バス停 300

ｍ圏：一般の人で約 4 分、高齢者で約 5 分】はその距離帯（時間帯）に含まれるため、概ね妥当

と考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

326

308

341

322

250

275

300

325

350

10～20歳代 30～40歳代 50～60歳代 70歳以上

バス停等を利用する際に利用しやすいと感じる距離バス停等を利用する際に利用しやすいと感じる距離バス停等を利用する際に利用しやすいと感じる距離バス停等を利用する際に利用しやすいと感じる距離

徒

歩

距

離

（

ｍ

）

資料）第１回公共交通基本条例部会 

徒歩で 10 分以内を重視する人の割合 

資料）第４回熊本都市圏 PT 調査結果 
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【徒歩で居住地から鉄道駅・電停・バス停までかかる時間の許容時間】 

○平成 27 年 7 月に実施した市政アンケートでは、徒歩で居住地からの許容時間は、長い順に鉄道駅＞

電停＞バス停であり、特にバス停については、鉄道駅や電停よりかなり短いことが確認でき、上記設

定は、利用者が公共交通を利用する許容範囲であることが確認されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【鉄道（JR・熊本電鉄）、軌道（市電）の圏域】 

○鉄道に関しては、市政アンケート結果を踏まえるとともに、路線バスと比較して定時性や輸送力

に優れることから、バス停よりも広域な勢力圏として、概ね概ね概ね概ね 500m500m500m500m 圏圏圏圏と設定しました。 

○軌道に関しても、市政アンケート結果を踏まえるとともに、専用の軌道レーンを有しており、路

線バスと比較しても運行頻度が比較的高いとともに、中心市街地や地域拠点など重要な市街地内

を運行していることから、鉄道と同様に、概ね概ね概ね概ね 500500500500ｍ圏ｍ圏ｍ圏ｍ圏と設定しました。 

 ※一般の人の歩行速度 80m/分、高齢者の人の歩行速度を 60m/分とした場合、500m は一般の人

が約 6 分、高齢者が約 8 分になります。 

 

【バスの運行間隔として許容できる間隔】 

○市政アンケートでは、「施設が充実した地域」「公共交通の利便性が高い地域」が住みたい地域と

して高く評価されています。バスの運行間隔は、急いでいる時（ピーク時）は 10 分間隔以内で

8割が許容し、急いでいない時は 15 分間隔以内で 8割が許容されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 5分

以内

9.4%

Ｂ ５分～

10分

41.5%

Ｃ 10分～

15分

37.0%

Ｄ 15分

～30分

11.2%

無回答

0.9%

【鉄道駅】         【電停】          【バス停】 

Ａ 5分以内

12.7%

Ｂ ５分～

10分

44.4%

Ｃ 10分～

15分

27.7%

Ｄ 15分～

30分

10.0%

無回答

5.2%

Ａ 5分以内

34.0%

Ｂ ５分～

10分

46.6%

Ｃ 10分～

15分

14.6%

Ｄ 15分～

30分

2.5%

無回答

2.4%

【急いでいる時】          【急いでいない時】  

10101010 分間隔で分間隔で分間隔で分間隔で

満足する割合満足する割合満足する割合満足する割合    
15151515 分間隔で分間隔で分間隔で分間隔で

満足する割合満足する割合満足する割合満足する割合    
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【運行本数】 

市政アンケート結果を踏まえ、望まれる運行本数を算出しました。 

○「急いでいる」ときの全体合計における平均運行本数は約約約約 5.75.75.75.7 本本本本////時時時時=6=6=6=6 本本本本////時時時時。 

○「急いでいない」ときの全体合計における平均運行本数は約約約約 3.93.93.93.9 本本本本////時時時時=4=4=4=4 本本本本////時時時時。 

上記を基に、バスの運行時間帯を 6～22 時台と設定し、急いているとき（ピーク時）を 7～8 時

台、17～18 時台で 6 本/時、急いでいないおき（オフピーク時）をその他時間帯で 4 本/時とした

場合、1111 日あたりの運行本数は日あたりの運行本数は日あたりの運行本数は日あたりの運行本数は 76767676 本本本本////日日日日となります。 

 

 

 

 

 

 

時間帯

(時台)

運行本数

(本/時)

時間帯

(時台)

運行本数

(本/時)

20 21 22 合計

4 4 4 76

4 4 4 6 6 4

18 19

4 6 6 4 4 4 4 4

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11
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※公共交通軸沿線は、バス路線と軌道はその道路・軌道の中心からの距離とし、鉄道は駅の上下

線乗降場の中間点から 500ｍ圏として座標にて管理します。（Ｈ27 年度時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

〇居住誘導区域の設定（再掲） 

１）都市機能誘導区域 

２）公共交通軸沿線 

○全ての鉄軌道（ＪＲ、市電、熊本電鉄）・・・半径 500ｍ圏 

○運行本数 75 本以上のバス路線    ・・・半径 300ｍ圏 

※居住誘導区域の境界線がかかる土地については、一体的な建築行為が行われる土地の区域内ま

でを居住誘導区域とします。 

※市街化調整区域及び工業地域、災害リスクが高い地域については、区域には含めません。 

（800m 圏） 

居住誘導区域 

800m 圏にかかる一体的な建築行為を行う土地は

居住誘導区域とする 

居住誘導区域 

市街化調整区域 

災害リスクが高い地域 

都市機能誘導区域 

災害リスクが高い地域 

運行本数 75 本以上のバス路線 

図 居住誘導区域の設定イメージ図 
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※区域にかかる一体的な建築行為を行う土地は居住誘導

区域とする 

※災害リスクが高い地域を除く 

 

 
面積 人口 

居住誘導区域 

〔人口密度〕 

5,909ha 

357,085 人 

〔60.4 人/ha〕 

市街化区域面積と

人口(割合) 〔人口

密度〕 

10,795ha 

(54.7％) 

644,441 人 

(55.4％)〔59.7 人/ha〕 

市域面積と人口 

(割合) 〔人口密度〕 

39,032ha 

(15.1％) 

734,474 人 

(48.6％)〔18.8 人/ha〕 

※Ｈ22国勢調査データベース 

※居住誘導区域人口は、H22 国勢

調査 500m人口メッシュを基に、

メッシュ重心が都市機能誘導

区域に含まれるメッシュを対

象に集計 
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８ 都市機能及び人口密度を維持・確保するための具体的な施策 

 

１）基本的な考え方 

熊本市人口ビジョンにおける趨勢のまま推移したパターンの将来推計人口は、今後数年間は人口

70 万人規模を維持する推計がなされており、本市では急激な人口減少が生じるものではありませ

んが、長期的視点では平成 62（2050）年で約 64.2 万人（Ｈ27.10.29 現在）と大きく人口減少・

高齢化が進展することが予測されており、例え人口が大きく減少しても暮らしやすい都市を維持す

るという目的を達成するため、多核連携都市の実現に向けて様々な施策を展開していきます。 

本市が目指す多核連携都市の実現に向けては、第２次熊本市都市マスタープラン地域別構想に示

す多核連携都市づくりに向けた基本的な考え方に市民懇話会でも意見の多かった地域コミュニテ

ィの維持活性化を加え、下記に示す４つの視点を軸に取り組んでいきます。 

 

●都市機能誘導区域における都市機能の維持・確保 

高次な都市機能が集積する中心市街地を市域及び都市圏全体の拠点とし、日常生活に必要なサ

ービスが整う 15 の地域拠点を核として、都市機能の維持・確保を図ります。 

 

●公共交通ネットワークの充実 

熊本都市圏都市交通マスタープランや地域公共交通網形成計画との整合を図りつつ、中心市街

地と地域拠点を結ぶ基幹公共交通軸の強化、日常生活を支えるバス路線網の再編、コミュニティ

交通の導入等に取り組みます。 

 

●居住誘導区域における人口密度の維持 

公共交通の利便性が高い地域の人口密度を維持するため、公共交通のサービス水準の更なる向

上等に積極的に取り組むとともに、歩行空間や自転車走行空間、その他公共空地の整備に努め、

居心地の良い空間を創出します。 

 

●地域コミュニティの維持活性化 

本市の魅力の一つである自然環境や農業・漁業生産環境の保全に努め、既存集落の維持を図る

と共に、市域全体の地域コミュニティの維持活性化を図ります。 

 

上記４つの視点を軸とした取り組みを進めることで、多核連携都市を実現し、本市の暮らしやす

さや魅力を人口減少・超高齢社会においても維持し、持続可能な都市づくりを進めていきます。 

別冊（施策集）については、誘導施設の立地状況や人口動態等を把握しながら、その都度社会情

勢に応じた施策を「熊本市多核連携都市推進協議会」にて検討しつつ、新たな施策の盛り込みや既

存施策の更新を実施していきます。  
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２）施策展開のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●都市機能誘導区域に誘

導施設を維持・確保す

るための施策 

・中心市街地活性化 

・都市機能施設整備への

支援 

・都市計画制度（地区計

画等）の活用 

など 

 ●居住誘導区域の人口

密度を維持するための

施策 

・中心市街地活性化 

・良好な居住環境のため

の基盤整備   など 

 ●地域コミュニティを

維持するための施策 

・町内自治会への補助 

・農業の有する多面的機

能の発揮の促進 

（多面的機能発揮促進事

業の活用）   など 

 

 

●その他 

・定住促進 

ＵＩＪターンの推進 

企業立地の促進 

など 

  

  

  

  

  

居住誘導区域の

人口密度 

(約 60.4 人/ha) 

目標の達成 

状況により 

検討 

現在の取り組みを 

継続する施策（例） 

公共交通 

に関する施策 

都市機能及び人口密度を維持・確保するための施策 

当面、新たに取り組む施策（例） 

地

域

公

共

交

通

網

形

成

計

画

 

及

び

 

同

実

施

計

画

 

に

て

取

り

組

み

を

推

進

 

●都市機能誘導区域に誘導施設を

維持・確保するための施策 

・公有地の活用による都市機能誘導の

検討 

・特定用途誘導地区の活用による容積

率の緩和 

・高齢介護施設等における補助採択基

準の見直し 

・民間事業者による民間誘導施設等整

備計画の大臣認定による税制特例 
・空き地、空き家対策 

・届出制度の活用 
・民間団体等との情報交換 
・多核連携都市の広報、情報提供 

など 

●居住誘導区域の人口密度を維持

するための施策 

・空き地、空き家対策 
・まちづくり支援制度の強化 

・届出制度の活用     など 

●地域コミュニティを維持するた

めの施策 

・まちづくり支援制度の強化 
・空き地、空き家対策 など 

●その他 

・国に対して制度改正の要望や、地域

性にあった施策を提案する など 

●新たに取り組む施策 

・都市機能誘導区域内での誘導施設

立地に対する補助 

・居住誘導区域内の定住者への補助 

・都市機能誘導区域内での建替えに

対する新たな補助 

  

など 

目標の達成状況により 

新たに検討する施策（例） 

長期的に実施 
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９ 目標値の設定 

 

熊本市立地適正化計画を進捗管理するための目標値を設定します。 

 

① 都市機能に関する目標値 

 単位 

基準値 目標値 

H27 H31 H35 

都市機能誘導区域内に維持・確保すべき誘導施設が充足し

ている区域の数 

区域 13 区域 - 16 区域 

 

② 居住に関する目標値 

 単位 

基準値 目標値 

H27 H31 H35 

居住誘導区域内の人口密度（国勢調査ベース） 人/ha 60.4 人/ha 60.4 人/ha 60.4 人/ha 

 

③ 公共交通に関する目標値 

 単位 

基準値 目標値 

H27 H31 H35 

公共交通機関の年間利用者数（総合計画から抜粋予定） 千人 ● ● ● 

※その他、地域公共交通網形成計画における資料を引用予定 

 

④ その他全般に関する目標値 

 単位 

基準値 目標値 

H27 H31 H35 

1)日常生活サービスが身近で利用しやすいと感じる市

民の割合（総合計画から抜粋予定：修正あり） 

％ ● ● ● 

2)良好な居住環境が保たれていると感じる市民の割合 

（総合計画から抜粋予定：修正あり） 

％ ● ● ● 
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１０ 施策達成状況に関する評価方法 

 

国によると、立地適正化計画を策定した場合、概ね 5 年毎に計画に記載された施策・事業の実

施状況について調査、分析及び評価を行い、立地適正化計画の進捗状況や妥当性等を精査、検討す

ることが望ましいとされています。 

本市においては、総合計画の見直し・更新にあわせて（平成 31 年度・平成 35 年度を予定）評

価等を実施します。また、公正かつ専門的な立場からも評価を行うため、熊本市都市計画審議会に

も評価結果を報告し、意見聴取を行います。 

評価方法については、「９目標値の設定」で設定した目標値の達成状況等を評価、分析し、その

結果に応じて都市機能誘導区域内に誘導施設を誘導する施策、居住誘導区域内に居住を促進する施

策、公共交通の利便性を向上する施策等について検討していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①計画の策定 

（Ｐlan） 

 

 

②計画の実践 

（Ｄo） 

③計画の評価 

（Ｃheck） 

 

 

④計画の改善 

（Ａction） 

目標が達成できた 

目標が達成できなかった 

継続的な 

施策運用 

原因分析 

ニーズに合

った施策の

改善 

効果的な計画管理図 


